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公共料金等審議会  

議事録 

日時 場所 

平成２８年５月２５日（水）19:00-20:20 役場２階大会議室 

 

出席者 

委員 横山健治会長   長屋慶治副会長 斉藤清盛委員 藤谷佐智子委員 

 堀川晶令委員 佐藤唯人委員 村井敦史委員 分銅和夫委員 

 横内幸一委員 高橋英子委員   

事務局 松岡産業部長 榎本水道課長 丸子総務係長 河合主事 

 乙間事業係長 森主事   

 （馬場町長）    
 

構成員数 平成 28 年 5 月 25 日 現在 13 名 出席者数 10 名 
 

議題（水道料金改定について） 

(1) 諮問事項 

  ・水道料金の改定について 

・水道料金の改定時期について 

(2) 次回日程 

議事内容/結果 

1．委嘱状交付 

2．町長挨拶 

3．役員（会長、副会長）選出 

4．会長挨拶 

5．諮問事項の検討 

（１）諮問事項について 

 １）事務局より配布資料等の説明 

 ２）各委員より質疑 

   （別紙のとおり） 

（２）次回の日程について⇒6 月 3 日（金）午後 6 時 役場 2 階大会議室にて 

次回課題 担当 

1．1 回目会議内容の確認 会長・事務局 

2．質疑応答  

3．答申の方向性について 会長 
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別紙  

 

質疑・ご意見等 応答 

委員１） 

料金改定については H28  20%、H32 

20%の値上げという説明であったが、今回の

諮問はいつの値上げ分ですか。Ｈ28・Ｈ32 の

2 回分ですか？ それとも、Ｈ28 の 1 回分に

ついてですか？ 

町１） 

今回の計画では、10 年間のスパンを財政計

画として立てさせて頂きました。というの

も、従来は、5 年間でやってきていました

が、それを延ばすことで、ご利用頂いている

皆さんの急激な変動をなんとか下げられない

かということで、10 年とさせて頂きました。

10 年間に 2 回の改定を予定しなければ、この

10 年間の収支改善の方向性が維持できない。

10 年間において、結果的に、経費の節減、収

入見込みの変動、計画では相当厳しくみてお

りますし、工事も最低限のものしか見ていな

い計画であり、結果的に、それぞれが変動

し、将来的にはどうなるかわからない部分も

あるという中で、今回は H28 20%値上げ分

のみの諮問ということでお願いしたいと思い

ます。 

会長） 

（意見はなかなか出にくいと思いますので）それ

では、私の方から、指名というのも変ですけ

れども、ご意見をいただければと思いますの

で。それでは、委員２さんはいかがですか？ 

 

委員２） 

・正直、独立採算制というのは、知りません

でした。 

・病院みたいに、町が補てん出来ないのかな

と考えてみました。 

・命をつなぐということでは、水は必要なも

の。現状を考慮すれば 20%の値上げはやも

えない。しかし、さらなる経費削減をお願

いしたい。 

 

委員３） 

自治会での住民説明会があった時、私自身

は納得したので、何も言うことはないです。 

 

委員４） 

住民説明会を行った時に、賛成も反対も意

見があったと思いますが、その反対意見に対

し、どのようにお話しされたでしょうか。 

町１） 

説明会では色々なご意見を頂きました。ラ

イフラインである水道水を安全で安定的に供

給する役割を果たすという立場に立った中

で、企業努力や人口減少などの時代背景の中

で進めさせて頂きたいということをご説明さ

せて頂いたところです。負担が増えるという

ことに対して、誰も歓迎するというものでは

ないと感じています。しかしながら、先ほど

説明をせさて頂きましたように、安全・安定
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質疑・ご意見等 応答 

的に水道水を供給、事業を維持していくため

の方策であるということをご理解いただきた

いとお話しさせて頂いたところです。 

委員５） 

・財政が厳しいというのは理解します。 

・大口利用者からは強い反対意見があったよ

うですが、その反対意見にどこまで理解を

得ているのですか。 

・また、消費税増税が予定されていますが、

この計画には消費税増税分が含まれていな

いのでは？ 消費税増税の影響については

どう考えていますか。 

 

町２） 

消費税の増税分は含まれております。8％か

ら 10％に上がることを見込んで収支計画を立

てさせて頂いております。 

町１） 

大口利用者への説明をさせて頂いた中で、

資料にあるとおり、反対意見を具体的に示さ

れたのは現実です。ご意見として捉えていま

すが、我々が与えられた使命は、水道事業は

実際に何をどうするのかというのを総体的に

判断しなければならない部分もあるという現

実もございます。それぞれの事業者さんが、

それぞれの事業の中で、原料として、あるい

は生産でご利用頂いているということもわか

りますが、一般家庭へも水道水の供給を確保

しなければならないという部分もあり、反対

意見がある中でも、一定程度のご理解を頂け

なければならないのかなというふうに思って

います。 

一方で、斜里町は、農業、漁業などのそれ

ぞれの産業で成り立っている部分もあります

ので、水道料金改定とは別の形になんらかの

形で色々な協議であるとか、進めていくこと

になるのかなというふうに思っています。 

会長） 

はい、いかがでしょうか？ 

 

委員５） 

町の方がおっしゃる通り、総体の部分もあ

りますので、私から反対というのは中々言い

づらいのですが、事業者として、切実な思い

というのはあると思います。その部分につい

ては、別途協議するということですので、真

摯に対応して頂きたいと思います。 

 

会長） 

次に委員６さんいかがでしょか？ 

 

委員６） 

説明を受け、収支が大変厳しい、値上げの

必要性というのは、一定程度理解するもので

町１） 

収入の部分でいけば、東日本大震災などで

観光が落ち込んだ部分もありましたが、そう



－ 4 － 
 

質疑・ご意見等 応答 

す。 

しかし、企業年度の途中の値上げ、企業計画

からそれてしまいますので、そういった部分

もご理解頂きたい。また H32 の 20%値上げ

については、企業努力などで、10％などに抑

えるなど、なるべく避けてほしい。 

いうものが反映されているのも現実です。し

かし、昨今ではウトロの観光の入れ込み数が

若干上向いてきています。海外からの観光客

の方も訪れているということもありますの

で、少なからず、暗い要素だけではないと思

っています。なんらかの形で、次回の改定に

ついては、20％をいくらかでも圧縮できる仕

組みというものを企業努力としていかなけれ

ばならないと考えています。 

改定時期については、事業年度という部分

が企業さんからもご意見を頂きました。我々

も取り組む遅さもあったのかなと思います

が、現実として突きつけられている財政状況

というのがどうしてもネックになっている部

分であり、ご理解して頂きたいと説明してき

た部分であります。出来る出来ないは難しい

ところはありますが、ご意見として受け止め

ている部分でございます。 

会長） 

いかがでしょか？ 次に、委員７さんお願

いします。 

 

委員７） 

値上げは仕方ないのかなと個人的には思い

ます。 

ウトロは大赤字で、原価は斜里市街地の何

倍と言われている理由は？ 

町１） 

同じ斜里町の事業の中に、ウトロ地域、斜

里地域、とある中で、水道は繋がっていない

状況です。そして、水の源も湧き水と川の水

と違いがあります。その源が違うので、ウト

ロは川の水を浄化しているため、湧き水の斜

里よりもおのずとコストが変わってきます。

ただし、斜里町という事業所が水道事業を行

っていますので、同じ町民を区分することに

なりませんので、ウトロと斜里で同じ料金形

態で使って頂いています。ウトロを悪者にし

ているというものではありません、おのずと

そういう違いがあるということです。水道水

の源はタダですが、蛇口まで安全な水を運ぶ

ためには、コストがかかるということを、ご

理解を頂きたいと思います。 

委員８） 

水道会計の赤字を早急に改善に進めてほし

い。 

 

委員９） 

飲食業者の立場では出来るだけ安くしてほ

しいが、説明を聞いていると、この内容はあ
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質疑・ご意見等 応答 

る程度妥当性があるのかなと思います。反対

意見はないですが、とにかく今後、少しでも

安くなるように頑張ってほしい。 

委員１） 

斜里町は水質も良く水道料金は管内で一番

安価であり、美味しい。現在の経営状況を考

慮すれば値上げはやむを得ないと思います。

しかし、設備投資もほぼ終了していることか

ら、H32 の値上げ率についてはなるべく圧縮

してほしい。今回はやむを得ないと思いま

す。 

 

会長） 

私が若いころ、「水はタダではない。」と

怒られた記憶があり、水はどうしてもお金か

かる、自治会説明会、「仕方ないでしょう」

という意見が多かった。私からの意見は特に

はありません。 

 

会長） 

ひと通り意見を頂いたので、もう一度集ま

って頂き、答申の為の意見を頂きたいと思い

ますのでいかがでしょうか？ 決められるの

であれば、今決めてもよいと思いますが、い

かがですか？ 

 

（委員から意見なし） 

町２） 

事務局としてのご提案させていただけるの

であれば、6 月 3 日、6 日、7 日のいずれかと

いうことでいかがでしょうか？ 

委員） 

6 日、7 日は都合が悪い 

町２） 

それでは、6 月 3 日(金)、18:00、とし、明

日以降、改めて確認させて頂きたいと思いま

す。 

 町２） 

今日の議事録については、次回の審議会ま

でにまとめさせていただきたいと思います。 

会長） 

以上で、審議会を終了致します。 

 

 

 

 

 


